
 

 

久喜市運賃協議会について 

１ 久喜市運賃協議会とは 

 地域の需要に応じ、地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する路線（一般乗合

旅客自動車運送事業）に係る運賃について、地域の関係者による合意形成を図るもので、

道路運送法第 9条第４項によるもの。 

 本協議会の協議は、市内循環バス及びデマンド交通（くきまる）の運賃（通常運賃、

割引運賃）が対象となる。 

 なお、運賃を決定する前に、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映するための

措置を講じる必要がある。（例：パブリックコメント、住民説明会など） 

  

 

２ 久喜運賃協議会の構成員（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 久喜市地域公共交通会議との関係 

【これまで】             【R5.10.1以降の申請】 
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４ 委員の任期、会議の予定 

① 任   期 

・一般乗合旅客運送事業者 令和６年３月 ～ 運賃に関する協議終了したときまで 

・その他の委員      令和６年３月 ～ 令和８年３月 

 

② 会議の予定 

 運賃に関する協議終了まで（年２回程度を想定） 

 

 

 

 

  



 

 
 久喜市運賃協議会条例 

令和５年１２月２５日 

条例第３７号 

 （設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第９

条第４項の規定に基づき、路線等に係る運賃（以下「運賃」という。）につ

いて協議するため、久喜市運賃協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃に関する事項について

協議する。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員９人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 （１） 公募による市民 

 （２） 関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者 

 （３） 一般乗合旅客自動車運送事業者 

 （４） 市長又はその指名する者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定め

るとおりとする。 

 （１） 前条第２項第１号、第２号及び第４号の委員 ２年 

 （２） 前条第２項第３号の委員 市長が委嘱した日から協議会における当

該 

  一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃に関する協議が終了したときまで 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 



 

 
 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長

が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委

嘱又は任命後の最初の協議会の会議は、市長が招集する。 

２ 協議会の会議は、招集した委員の過半数が出席しなければ開くことができ

ない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民部交通企画課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （久喜市地域公共交通会議条例の一部改正） 

２ 久喜市地域公共交通会議条例（平成２４年久喜市条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 


